
 

 

使用承認申請書（第２号様式）＜記入例＞ 

日帰り利用の使用承認申請書です。日帰りで利用される場合は、この申請書を提出してください。 

(日帰り料金がかかります) 

※宿泊の利用団体で入所日の 13時より前、または退所日の 13時より後にプレイホール、研修室、

クラフト室の使用を希望される場合も、この申請書が必要となります。ただし、空いている場合に限り

ます。なお、宿泊の区分内（入所日の 13時以降、退所日の 13時まで）で使用される場合は、この申

請書の提出は不要です。 

宿泊の団体で入所日の 13時より前に
利用される場合は利用開始時間（９時
以降）から 13時まで、退所日の 13時よ
り後に延長して利用される場合は 13時
から利用終了時間（最大 17時まで）を
記入してください。 

使用される場所の人数を記入
してください。 

延べ人数を記入してください。 


